
身分上の事項に関する証明（21号）

＜婚姻要件具備証明＞

○

○

内 容 本人が独身であり，かつ， 日本国の法令上婚姻の要件を満たしているこ

とを証明するもの（注1） ◎

使用目的 主に日本人と外国人との婚姻の際に現地官憲当局から求められる。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請すること（注2） ◎

（2）本人が独身であること， 日本の法令上婚姻可能な年齢に達している

こと，及び再婚禁止期間を経過していることを立証できること。

（3）日本人に限る。

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券，現地当局発行の写真付身

分証明書）

（2）戸籍謄（抄）本（発給の日より3か月以内の可能な限り新しいもの）

形 式 外国文による証明

注意事項 (注1）日本の法令上の婚姻要件（民法第731条～737条）のうち，

提出された戸籍謄（抄）本の記載に基づいて，申請人が独身であること，

日本の法令上婚姻可能な年齢であること，及び再婚禁止期間を経過して

いること（民法第731条～第733条)を確認し証明する。

(注2）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状僧簡で

も可）又は委任状を提出させること。婚姻相手の外国人の氏名を記載す

る場合は，代理申請は不可。



身分上の事項に関する証明
●

＜婚姻要件具備証明＞

坐一概説

（1）証明の内容

日本人が独身であること，かつ， 日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを

証明するもの（形式1）と，婚姻相手の氏名を記載してわが国法令上その者と婚姻

することに何等支障がないことを証明するもの（形式2）とがある。すべて外国関

係機関あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

日本人が外国で外国の方式により婚姻する際に使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

（4）日本の法令上の婚姻要件（民法第731条～第737条）のうち，提出された戸籍

膳（抄）本の記載に基づいて，申請人が独身であること， 日本の法令上婚姻可能な年

齢であること,及び再婚禁止期間を経過していること(民法第731条～第733条）

を確認し証明する。 （民法の仮英訳文については後頁参照） 。

（5）同性婚を目的とした申請については本省経伺。

○

2．発給条件

（1） 本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められたときは，代理

人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状儘簡でも可）又は委任状を

提出させる。

（注2）形式2による場合は代理申請は認めない。 （本邦の法務局で発行する際も，代

理申請は一切認めていないので，右にならっている。 ）

（2）戸籍謄（抄）本により本人が独身であること， 日本の法令上婚姻可能な年齢（男

満18才，女満16才）に達していること，及び女性については再婚禁止期間（10

0日）を経過していることを立証できること。なお，前夫との再婚の場合は再婚禁止

期間を経過しなくてもよいが，形式2に限る。

（3）形式2による場合，必要書類がそろっている時は必ずしも当事者双方の出頭を要し

ない。

_a_g必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

． 館において写を作成してもよい）

（1）本人を確認できる公文書(例えば,旅券,現地関係当局発行の写真付身分証明書) ，

○
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形式2による場合は婚姻相手を確認できる公文書（旅券等）

（2）戸籍膳（抄）本（発行の日より3か月以内の可能な限り新しいもの）

※転籍等により，提出された戸籍膳（抄）本（全部（個人）事項証明）で再婚禁止期

間の経過が確認できない場合は，それ以前の戸籍謄（抄）本も提出させた上で確認

する。

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状

雌_…

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，形式1によ

るか形式2によるかを決める。

（2）必要書類を提出させる。

（3） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は，申請

人が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認

する。 ＄

（4）戸籍謄（抄）本から証明書形式1に必要事項を記入する。形式2による場合は，戸

籍謄（抄）本から必要事項を記載すると共に婚姻相手について確認できる公文書（旅

券等）から婚姻相手の氏名，生年月日，性別，国籍を記入する。

（注1）記載上の注意

Domicile(本籍地) :都道府県又は市までとし,その後に｢Jap皿」と記載する。

現地機関から離婚についても併せ記載して証明するよう求められた場合は，戸籍謄

（抄）本で確認の上，証明文の下段に離婚の年月日を記載する。

（注2）現地関係当局から日本人の婚姻要件（能力）等につきわが国の法規に関し照

会越す場合は，証明として取り扱わず，わが国の法規について説明した「領

事の書簡」を発給することにより処理する（下記仮訳文例参照） 。

（5）証明書の下段に根拠とした文書名，発給者，発給年月日を記入する。

（6）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公

館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官

職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8）証明手数料は1通毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚を

発給すればよい。

（9） 証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10） 申請書，証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

(参考民法仮英訳文）
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(ProvisionalTranslation)

HECIVILCODEOFJAPAN

Article731． Amanmaynotmarryuntil thecompletionofhisfull

eighteenyearsofage,norawomanuntilthecompletionofherfullsixteen

yearsofage.

Article732. ApersonwhohasaSpousemaynotcontractanadditional

marriage.

Article733・ Awomanmaynotre-marryunlesssixmonthshaveelapsed

fromthedayofthedissolutionorannulmentofherpreviousmarriage.

Incaseawomanispregnantfrombeforethedissolutionorannulmentof

herpreviousmarriage, theprecedingparagraphshallceasetoamlyasfrom

thedayofherdelivery.

Article734． ,NOmarriagemaybecontractedbetweenlinealrelativesby

blood, norbetweencollateralrelativesbyblood叩tothethirddegreeof

relationship, exceptbetweenanadoptedChildandanyofthecollateral

relativeSbybloodonthesideoftheadoptiverelatives.

Article735. NOmarriagemaybecontractedbetweenlinealrelativesby

affinity.

ThesameshallapplyaftertherelationshipIWaffinityhasceasedin

accordancewiththeprovisionsofArt. 728.

Article736. NOmarriagemaybecontractedbetweenanadoptedchild, his

orherspouse,hisorherlinealdescendantsortheirspousesontheonehand,

andtheparentbyadoptionorhisorherlinealascendantsontheothereven

aftertherelationshiphasceasedinaccordancewiththeprovisionsofArt.72

9．

Article737. Aminorchildmustobtaintheconsentbothofhisorher

fatherandmotherinordertomarry.

Ifeitherthefatherormotherdoesnotgivetheconsent, theconsentofthe

otherparentonlyshallbesufficient.

Thesameshallalsoapplyb ifeitherthefatherormotherisunknown,oris

deadorisunabletodeclarehisorherintention.

○

○
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(仏語）婚姻要件具備証明 形式1

CERTIFICAT
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(西語）撤因要件具備証明 形式1

CertNo、

3

CERTIFICADODECAPACIDADMATRIMONIAI』

A漣emdos:

○ Nombre

Fechadenacimiento:

Domicmopermanente:
I
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形式1

Cert・No.

CERrrlCATE

足

Sumame:

Givenname:

DateofBirth:

Domicile:

PasspOrtNumber

Onthebasisofacertifiedcopyoftheabove-namedperson'sfamilyregisterissuedbythe

Mayorof.…….､Cityj .…….…Prefbcmre,on…”…...,20…….. ,thisistocerti@thathe(orshe) is

unmaITiedandsatisfiestherequisitesfbrma㎡ageundertherelevantlawsofJapan.
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形式2

Cert.No.

CERnFICATE

Sumame:

Givenname:

DateofBirth:

Domicile:

Placeofbirth:

Fanler:

Mother:

Relationshiptotheparents:○

ThisiStocertify,onthebasisofacertifiedcopyoftheabove-namedperSon'sfamily

registerissuedbytheMayorof…......city, .…..…PI℃fecmre,on……",20......,thathe(orShe)

isunmaITied,satisfiesthereqUisitesfbrmarriageandhasnoimpedimenttoman･iageto

(氏名） ”…….……….， （性別)male(orfemale),(生年月日)DOB...…….., 19……, (国名)"…..…．

national(orcitizen),undertherelevantlawsofJapan.
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